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スイッチング円滑化タスクフォース（第２回） 議事概要 

 

日時  令和２年 12 月８日（火）16:30～17:40 

場所  オンライン会議による開催 

出席者 （１）構成員  

林 秀弥 主査、内田 真人 構成員、鳥越 真理子 構成員、 

長田 三紀 構成員、西村 暢史 構成員、横田 英明 構成員 

（以上、６名） 

（２）オブザーバー 

株式会社ＮＴＴドコモ  田畑 智也 経営企画部 料金企画室長 

下隅 尚志 経営企画部 接続推進室長 

ＫＤＤＩ株式会社    関田 賢太郎 相互接続部 部長 

渡邉 昭裕 相互接続部 ａｕ企画調整ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

ソフトバンク株式会社  伊藤 健一郎 渉外本部 相互接続部 部長 

大平 泰生 渉外本部 約款・サービス部 部長 

原 裕樹 渉外本部 相互接続部 移動相互接続課 担当課長 

楽天モバイル株式会社  鴻池 庸一郎 執行役員 渉外部長 

塚本 直史 デバイスプラットフォーム部 部長 

小田 祐己 渉外部 副部長 

一般社団法人テレコムサービス協会 

佐々木 太志 MVNO 委員会運営分科会 主査 

金丸 二朗 MVNO 委員会運営分科会 副主査 

    (３)総務省 

谷脇総務審議官、竹内総合通信基盤局長、今川電気通信事業部長、 

大村事業政策課長、川野料金サービス課長、梅村データ通信課長、 

片桐消費者行政第一課長、大内料金サービス課企画官、 

中島料金サービス課課長補佐 
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■議事概要 

 

■議事模様 

○ 「eSIMの促進」に係る事業者ヒアリング（MNO４社） 

 

【林主査】  ありがとうございます。それでは議事を開始いたします。本日はｅＳＩＭ

の促進に係る事業者ヒアリングでございます。本件につきましては参考資料２－１のとお

り、前回会合にて事務局より確認事項を提示いたしております。これらの点につきまして、

ＮＴＴドコモ様、ＫＤＤＩ様、ソフトバンク様、楽天モバイル様、各社様から御説明いた

だくものでございます。まずは各社様から御説明いただきまして、その後、構成員の先生

方から御質問、コメントをいただきたいと思います。なお、各社様の御発表時間は１０分

でございますので、時間につきまして御留意のほどお願いいたします。 

 それではＮＴＴドコモから御説明をお願いいたします。 

【ＮＴＴドコモ】  ＮＴＴドコモの田畑でございます。 

 それでは資料２－１に基づきまして御説明いたします。 

 １ページです。ｅＳＩＭに対する取組ですが、ｅＳＩＭは利用者の利便性を向上させる

技術であり、その特性を生かせる領域や端末で活用しております。具体的には、下の絵に

あるように、コンシューマー機器向けには「ｅＳＩＭプラットフォーム」を活用し、デー

タ契約によってタブレット等に、また、２台目契約としてウエアラブル端末等にｅＳＩＭ

を提供しております。また、２０１４年より、法人のお客様向けの「ｄｏｃｏｍｏ Ｉｏ

Ｔ回線管理プラットフォーム」を通して、建設機械等に対してｅＳＩＭを提供しておりま

す。 

 ２ページです。ｅＳＩＭのスマートフォン対応についてですが、現時点で未対応です。

対応しない理由は主に２点あります。１点目は、ｅＳＩＭベンダが乱立する状況にあり、

○ 「eSIMの促進」に係る事業者ヒアリング（MNO４社） 

・  ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、楽天モバイルより、それぞれ資

料２－１から２－４までについて説明が行われた後、質疑が行われた。 

・ 事務局より資料２－５について説明が行われた。 
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セキュリティリスクを担保できない可能性がある点、もう１点は、利用者の利便性向上に

つながらない可能性がある点です。 

 ３ページ目から具体的に申し上げます。まずセキュリティリスクの担保について、仮に

ｅＳＩＭにバックドアがあり鍵情報が漏えいした場合、クローンＳＩＭの作成が可能とな

ってしまうおそれがあります。 

 左側の物理ＳＩＭにつきましては、キャリアがＳＩＭベンダを選定・調達しているため、

キャリア自身の責任でセキュリティの安全性を確認可能です。したがいましてセキュリテ

ィを担保可能ということです。 

 一方で右側のｅＳＩＭにつきましては、端末メーカーがｅＳＩＭベンダを選定・調達し

ているため、キャリアはセキュリティリスクを担保できず、セキュリティ対策が必要にな

ってくるところです。スマートフォンのｅＳＩＭ、特に音声ＳＩＭは特殊詐欺等の犯罪に

悪用される懸念があり、慎重なセキュリティ対策が必要になってくると考えております。 

 続きまして４ページ、ｅＳＩＭによる利用者の利便向上についてです。オンラインで手

続を完結するためにはｅＫＹＣとｅＳＩＭがセットで利用されることが必要ではないかと

考えております。 

 ｅＫＹＣを利用しない場合、お客様が本人確認書類をスマホ等で撮影しアップロードし

た後、キャリアで確認し、転送不要郵便でＳＩＭを送付します。その後、お客様において

ｅＳＩＭのプロファイルをダウンロードするということで、途中、オンラインだけで完結

しない手続になってくるところでございます。 

 他方、ｅＫＹＣを利用する場合、お客様がｅＫＹＣで本人確認書類を提出する形になり

ます。この場合も同様にキャリアで確認はいたしますが、確認が取れればお客様において

ｅＳＩＭのプロファイルをダウンロード可能ということで、オンラインで手続が完結する

ため、ｅＫＹＣとｅＳＩＭがセットで利用されることが必要であり、ｅＳＩＭだけでは利

用者利便が向上しないのではないかと考えております。 

 ５ページ、ｅＳＩＭのスマートフォン対応見込みです。当社ではｅＳＩＭのスマートフ

ォン対応について、セキュリティリスクへの対策を講じていく前提で検討を進めておりま

す。加えて、即時の本人確認が実現できるようになり、ｅＫＹＣが広く普及すれば、ｅＳ

ＩＭによる利用者利便の向上を実感いただけると考えております。提供時期については今

後引き続き検討していくため、現時点では未定でございます。 

 ６ページです。ＭＶＮＯ向けの機能開放について、まず、このページではＭＶＮＯがＨ
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ＬＲ／ＨＳＳ連携している場合について御説明いたします。ＭＶＮＯが自ら用意したＳＭ

サーバからｅＳＩＭへのプロファイル書き込みは現時点でも可能になっております。利用

シーンとしては、コンシューマーですと、この絵にあるようにタブレット利用やスマホの

２台目利用が進んでおります。法人でも、海外での現地事業者ネットワークの遠隔切替え

といった形で使われているところです。 

 ７ページに参ります。引き続きＭＶＮＯ向けの機能開放についてですが、ＨＬＲ／ＨＳ

Ｓ連携のないＭＶＮＯに対するＲＳＰ機能は未提供です。今後、当社のスマートフォンの

ｅＳＩＭ対応と合わせて提供する考えです。図にお示ししているとおり、現時点でスマー

トフォンはｅＳＩＭに未対応ですので、ＲＳＰ機能も現時点では未提供ですが、今後セキ

ュリティ機能が実装等され、同時期にＲＳＰ機能も提供することで、同時期でのスマート

フォンのｅＳＩＭ対応が可能となるよう考えております。 

 ８ページ、ｅＳＩＭにおけるＳＩＭロックですが、解除の条件は物理ＳＩＭの場合と同

じと考えております。当社では、販売時に一定の条件を満たせば解除渡しを既に物理ＳＩ

Ｍでも実施しており、それと同一の条件で解除するということです。解除渡しとは、一括

購入またはクレジットカードによる分割購入の場合について、信用確認措置としまして、

それを満たせば、利用者の申出がなくともＳＩＭロックを解除してお渡しするということ

で、既に取り組んでいるところです。 

 その上であれば、図のとおり、ｅＳＩＭの場合においても物理ＳＩＭと同様、他社への

乗換え時にＳＩＭロック解除不要となります。 

 ９ページ、ｅＳＩＭのセキュリティですが、現状、当社がｅＳＩＭ対応しているタブレ

ット端末等は、当社がセキュリティの安全性を確認したもののみ提供しております。ｅＳ

ＩＭベンダは多数乱立しており、物理ＳＩＭ端末と比してバックドア等のセキュリティリ

スクは高まっております。当社としては、今後もセキュリティリスクへの対策を講じた上

で、スマートフォンのｅＳＩＭ対応をしていくところでございます。具体的な対策につい

ては、抜け穴とされる可能性があるため、御容赦いただきたいと考えております。 

 御説明は以上です。 

【林主査】  ありがとうございます。それでは引き続きましてＫＤＤＩ様から御説明を

お願いいたします。 

【ＫＤＤＩ】  ＫＤＤＩでございます。 

 それでは資料２－２に基づきまして、弊社のｅＳＩＭ促進に関する関連について御説明
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させていただきます。 

 まず右肩スライド１でございます。当社の取組状況で、当社では２０１５年にＡｐｐｌ

ｅ ＳＩＭ、ｉＰａｄ向けのＳＩＭについて、他社に先行して日本で初めてコンシューマ

ー向けのｅＳＩＭサービスを提供させていただきました。それ以降もｅＳＩＭに対しては

積極的に取り組ませていただいておりまして、下の図にございますけれども、２０１５年

の先ほど申し上げたｉＰａｄをはじめ、２０１７年にはＡｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ、

２０１８年にはＷｉｎｄｏｗｓ ＰＣ向け、２０１９年には海外渡航者に対するｉＰｈｏ

ｎｅ向けのサービスの提供等々を提供させていただいているところでございます。 

 続いて、今後の取組でございます。これが今回の課題でもあるところかと思っておりま

すが、スマートフォンへの国内サービス導入につきましては、利用者ニーズや市場環境、

端末の実装状況等を踏まえ、前向きに検討させていただきたいと考えております。 

 続きまして右肩２スライド目でございます。国内向けのスマートフォンサービス提供に

当たって幾つか課題があるのではないかと考えてございます。その１つ目がユーザビリテ

ィです。ｅＳＩＭ設定時の対応ということで、一番上の帯の中にＱＲコードと専用アプリ

があるのですけれども、ｅＳＩＭ情報の取得にはこの２つの方式が現在あります。 

 この両方とも、まずＷｉ－Ｆｉの環境が必要になるところが一つございます。その上で、

ＱＲコードにつきましては、そのスマートフォンではない別のデバイス、例えばパソコン

といったものにＱＲコードを表示させる必要がございます。それを読み込んでｅＳＩＭの

ダウンロードをする手順になります。 

 また、右側の専用アプリのほうですけれども、こちらにつきましてはそのデバイスだけ

でいいのですけれども、そこにダウンロードするために端末のアクティベート、初期設定、

それからアカウント設定ということでＧｏｏｇｌｅ ＩＤであるとかＡｐｐｌｅのＩＤで

あるとか、そういったものの設定をした上でダウンロードしていただく手順が必要になる

ということでございます。 

 続いて下の段、ｅＳＩＭのデータ誤消去で、ｅＳＩＭのデータはスマートフォンの内部

に格納される形になるのですけれども、基本的には容易な操作でその部分にたどり着いて

削除ができるものになっております。こういったところを踏まえますと、安定的な利用に

は少し課題があるのかなと考えておりまして、全般的に、比較的リテラシーの低い利用者

にとってはややハードルがあるのではないかとは考えております。 

 ただ、我々ではスマートフォンへの御利用について、お客様に円滑に御利用いただくた
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めに、お客様の理解促進も十分に考慮しつつ、ｅＳＩＭのサービスの提供を前向きに検討

を進めていきたいところでございます。 

 続きまして３スライド目、こちらはセキュリティの課題でございます。前回の総務省様

の資料でも、契約者管理サーバからプロファイルをダウンロードすることになるのですけ

れども、その段階において漏えいであるとか不正利用の懸念があるのではないかという御

指摘がございました。我々でもそういった懸念はあるのではないかと考えておりますが、

現状の我々のサービスにおいては、専用のアプリを利用することによってこういったリス

クを最小にする対処を行っております。これによって、これまで問題となる事象は発生し

ていないところでございますので、こういった運用対処等を行うことによって一定のリス

ク軽減が可能ではないかと考えております。引き続きセキュリティ上の懸念に留意しなが

ら検討を進めてまいりたいと思っております。 

 それから、普及に当たって端末も必要になってまいりますけれども、端末は現状非常に

限定的なものになっているところですが、基本的には端末メーカーさんでの御判断となっ

てございます。コストアップ要素も含めてそれを搭載するかどうかについてはメーカー様

の御判断という点が一つの課題だろうと思っております。 

 続きまして、ＭＶＮＯ向けの提供への取組でございます。ここに書いてありますのは、

１０月末に我々で発表させていただきましたｅＳＩＭを活用したオンライン完結型サービ

スを新機軸としたＭＶＮＯ、右下に小さく書いていますがＫＤＤＩ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｌ

ｉｆｅという会社を設立させていただきまして、そちらでｅＳＩＭを活用した完全オンラ

イン型でシンプル、スピーディーなサービス、またお客様の料金のカスタマイズが自由に

できるようなサービス、こういったものを想定したサービスを提供させていただきたいと

考えてございます。 

 これに合わせまして、他のＭＶＮＯ様に対してもｅＳＩＭサーバのＲＳＰ機能、これは

リモートＳＩＭプロビジョニング機能ですけれども、基本的には我々が提供するｅＳＩＭ

サービスをＭＶＮＯ様に御利用いただくための機能ですが、こちらについて来年の春以降

提供可能とする予定ということで準備を進めているところでございます。 

 あとは一問一答ですけれども、１点だけ。７スライド目でございます。ＳＩＭロックの

点です。ｅＳＩＭについても現状、ＳＩＭロックがなされているところでございます。解

除方法につきましては物理ＳＩＭと同じ要件になってございますというところだけ、補足

させていただきます。 
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 御説明は以上でございます。 

【林主査】  ありがとうございました。それでは引き続きましてソフトバンク様から御

説明をお願いいたします。 

【ソフトバンク】  ソフトバンクでございます。資料２－３に基づきまして御説明させ

ていただきます。 

 めくっていただきまして１ページ目です。一問一答形式で御説明させていただきますけ

れども、まずはｅＳＩＭ対応状況についてでございます。ｅＳＩＭに対応していないもの

がある場合に、対応していない理由。それからｅＳＩＭの対応予定時期。新たなシステム

開発が必要であるか否か。その場合のシステム開発に係る内容、費用及び期間でございま

す。 

 御説明ですが、まず弊社は一部のウエアラブル端末を除きましてｅＳＩＭサービスは現

状未対応となっております。物理ＳＩＭと比較した場合のサービス品質ですとか運用コス

ト、セキュリティ面等の各種課題を踏まえたビジネス判断によるものです。現状、ｅＳＩ

Ｍ未対応のサービスの対応については検討中のステータスでございます。対応に当たって

は、各種社内システム全般の新たなシステム開発やそれに伴う各種運用構築が必要となり

ます。規模、具体的な数値は控えさせていただいておりますけれども、かなり大規模な開

発及び期間が必要となる認識でございます。 

 めくっていただきまして３ページ目になります。ＭＶＮＯ様向けの機能開放についてで

す。現状機能開放しているかどうかという話と機能開放していない理由、それからｅＳＩ

Ｍに対応していない弊社のサービスがある場合があるかどうかでございます。 

 前述のとおり、弊社は一部のウエアラブル端末を除いてｅＳＩＭサービスには未対応で

すので、ＭＶＮＯ様に対しても現状ｅＳＩＭサービスは未提供の状態です。具体的な要望

も今のところいただいていない状況です。理由につきましても、先ほど述べさせていただ

いたとおりになっております。 

 ④の御質問、ＭＶＮＯに開放するにもかかわらずｅＳＩＭに対応していないサービスが

ある場合に対しての回答は、現時点では未定となっております。 

 続きまして４ページになります。ＳＩＭロックとの関係についてです。ｅＳＩＭに対応

しているスマートフォンのうち、ＳＩＭロックをかけているかについてということと、そ

の解除の要件についてでございます。 

 まず、ｅＳＩＭ対応しているスマートフォンに対しても、物理ＳＩＭと共通のＳＩＭロ
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ックがかかっております。ＳＩＭロックの解除の要件については物理ＳＩＭと全く同じ、

共通の要件となっております。具体的な要件は現状弊社で運用している解除の要件は、下

に記載しているとおりでございます。 

 続きまして５ページになります。ｅＳＩＭのセキュリティについてでございます。セキ

ュリティ対策を行っているかというお話と、ｅＳＩＭに対応しないものと比べてセキュリ

ティリスクが高まっているかというお話と、セキュリティリスクが高まる場合の具体的な

リスクがどんなことが想定されるかというお話でございます。 

 ｅＳＩＭに関しましては、ＧＳＭＡでセキュリティも含めた標準仕様が策定されており

まして、その標準仕様に準拠した形で我々もウエアラブル端末に対しても利用していると

いうということで、技術面におきましては一定のセキュリティが担保されているという認

識を持っております。また、運用面におきましては、プロファイルの再利用を行わないこ

とで不正リスクへの対策を行っているという、この両面でセキュリティ対策を行っている

ということでございます。 

 セキュリティのリスクの度合いでございますが、今述べたような適切な運用を行うこと

でｅＳＩＭ対応していないものと同等のセキュリティが担保される認識ではございますが、

今後、多様な端末や事業者が増えてくることが想定されますので、そういった多様な事業

者等で適切な運用がなされない場合はリスクが高まる可能性があると考えております。 

 具体的に想定される事例ですが、めくっていただきまして６ページになりますが、２点

ほど具体的なリスクを記載させていただいています。基本的にはｅＳＩＭ特有のリスクと

いうわけではないのですが、物理ＳＩＭでもここに挙げさせていただいている２点は発生

していますけれども、引き続きｅＳＩＭでも発生のリスクがあるので、対策を打っていか

ないといけないという認識でございます。 

 課題１で挙げさせていただいているのがクローンＳＩＭの作成リスクです。先ほどのＧ

ＳＭＡ標準に準拠したソリューションを利用していない場合ですとか、プロファイルの再

利用を行うといった運用を行っている場合はクローンＳＩＭを作成されるリスクが想定さ

れますので、そういったところの運用面でカバーというか、リスクを抑えていく必要があ

るかと考えております。 

 あと、プロファイルの情報を連携する必要性が発生した場合の情報漏えい等もリスク想

定がされますので、その辺りの対策も打っていく必要があるかと考えております。 

 課題２のオンラインでの契約完結による不正契約のリスクで、これは物理ＳＩＭでもデ
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ータカード契約を利用した大量のＳＩＭアカウントの作成によって、不正なキャンペーン

の入手ですとかクーポン還元といった不正が行われている事例がございます。ｅＳＩＭに

関しても本人確認が不十分なところをリカバリーしなければいけないと考えておりまして、

特に非対面になることから、本人確認の重要性はこれまで以上に高まると考えております。

特にデータカード契約時の本人確認を今後厳格に実施すべきと考えております。 

 ２ページほどめくっていただきまして、最後、９ページになります。その他の論点とい

たしまして、全般的に意見があればということなのですけれども、運用面で検討すべき課

題が幾つかあるかと思っております。基本的な手続がオンライン上で完結するシーンが増

えてくるということで、利用者様に一定程度のＩＴリテラシーが求められることですとか、

一定水準のオンライン環境が求められることが想定されますので、そういったところのサ

ポートを手厚くしていく必要があると考えております。場合によっては詳細説明や時間が

必要となるケースも想定されますので、事業者としてのユーザーサポートも充実させてい

く必要があると考えております。 

 私からの説明は以上になります。 

【林主査】  ありがとうございました。それでは引き続きまして、最後になりますが、

楽天モバイル様から御説明をお願いいたします。 

【楽天モバイル】  楽天モバイルの鴻池でございます。本日は当社のｅＳＩＭの対応状

況に関しまして御説明の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 それでは早速ではございますが、１ページにございます本日の御説明内容になります。

以下のとおり御説明申し上げていきたいと思います。 

 おめくりいただきまして、２ページ目になります。当社、楽天モバイルにおきましては、

ユーザーの利用性向上、契約手続の短縮化、ユーザーの選択肢の自由化の向上をコンセプ

トに、各種施策に取り組んでおります。ｅＳＩＭに際しましても、利用者利便の向上につ

ながるべく、いち早く今年１月に自社端末、Ｒａｋｕｔｅｎ ｍｉｎｉへの導入を行いま

した。また、Ｒａｋｕｔｅｎ Ｈａｎｄについては本日販売開始ということで、ｅＳＩＭ

対応製品に対する対応を含め、今後も対応機種の拡充に努める方針でございます。 

 ３ページ目でございます。オンラインの手続により事業者の変更を行うことができるｅ

ＳＩＭの利便性をさらに高めるべく、１１月９日よりオンラインでの本人性確認を当社は

導入してございます。ｅＳＩＭとオンラインの本人性確認、ｅＫＹＣとの組合せにより、

従来であればオンラインであっても利用開始まで２日以上かかっていた開通作業が即時で
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開通できるようになるなど、利用者をお待たせしない形で回線切替えを実現している形に

なっております。 

 ４ページ目でございます。実際の数字につきましては構成員の皆様限りで御案内申し上

げておりますが、開始から約２週間のｅＳＩＭとｅＫＹＣの組合せにつきまして、開通時

間、利用開始の時間帯のデータをお示ししてございます。記載のとおり、多くの利用者の

方が短い時間で開通を完了したり、ショップが閉店している夜間・早朝でもスマートフォ

ンの切替え、利用開始をいただいている実績がございます。ですので、ｅＳＩＭとｅＫＹ

Ｃの組合せにより利用者の利便の向上を実現できているのは、実績を踏まえてあると考え

ております。 

 ５ページ目になります。ＭＶＮＯの皆様への機能開放についてでございます。こちらに

つきましては、ｅＳＩＭを含めた独自機能の開放についても、事業者の皆様方と協議・検

討する方針でございます。一方、ｅＳＩＭの機能開放につきましては、後ほど述べさせて

いただきますが、ＭＶＮＯの皆様とのプロファイル情報のやり取りにつきましてはセキュ

リティが十分に担保されていることが前提になりますので、こちらが大事になってくると

考えております。 

 続きまして６ページ目は割愛させていただきまして、７ページ目になります。今回、ｅ

ＳＩＭのアクティベーションにおけるセキュリティの担保につきまして、概要をまとめさ

せていただいております。こちらは基本的にはＧＳＭＡの仕様にのっとる形でセキュリテ

ィ対策を行ってございます。 

 まず、左側にありますＳＭＤＰサーバにおけるプロファイル情報等の資産管理について

ですが、こちらはアクセスをネットワーク側でユーザー管理すると同時に、物理的なセキ

ュリティが担保されている場所に設置することで、ハード・ソフト両面でのセキュリティ

を担保している形になります。また、移動機側のｅＳＩＭの部分におきましても、いわゆ

る解析がしにくい形、しにくさ、耐ダンパー性のあるハードと、それからソフトウエアで

保護してございます。 

 そして、真ん中の部分にありますｅＳＩＭのプロファイルのダウンロードにつきまして

は、サーバとｅＳＩＭ間で暗号化通信、それから認証を行っている形になります。この暗

号化通信を実現することで、移動機、つまりスマートフォン実機自体のダウンロードに介

入してしまうスマートフォンのアプリケーションの情報の盗み見とか改ざん、そういった

リスクを生じないように対策として講じている形になります。 
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 よって、セキュリティが担保されたサーバと移動機、そしてそれを閉じた暗号化のやり

取りによってｅＳＩＭ全体のセキュリティを担保している形になります。ここはほかの会

社様もおっしゃっていた内容かと思っております。 

 なお、今回ｅＳＩＭの御説明をしましたが、物理ＳＩＭとのアクティベーションにおい

てのセキュリティの差分については、真ん中にあるｅＳＩＭのプロファイルのダウンロー

ド部分だと思います。ここは、繰り返しになりますが、暗号化通信の担保をしていること

によって、セキュリティリスク自体は物理ＳＩＭと同程度であると弊社は考えております。 

 続きまして９ページをお願いいたします。こちらはｅＳＩＭの推進に関する政策への御

要望を述べさせていただいている形になります。２点ございます。 

 １つ目につきましては、通信事業者におけるＳＩＭロック解除の一層の促進でございま

す。２０１９年時点で日本に流通する約９割の端末にはＳＩＭロックがかかっております。

他社にスイッチングする際、ｅＳＩＭでもあってもＳＩＭロック解除が必要になりますの

で、こちらは各事業者様のＳＩＭロックの自動解除など、利用者の利便性に配慮した対応

を推進していくことを期待してございます。 

 ２つ目でございます。こちらは国内の一定以上の販売シェアを有する端末事業者様に対

しまして、全てのＭＮＯへの対応を義務づけるべきだと弊社としては考えております。一

部端末においてＳＩＭロック解除後も当社のいわゆるモバイル通信が利用できないケース

もございます。利用者のスイッチングにより円滑化するためにも、どの端末におきまして

も全てのＭＮＯのネットワークがつながる状況は望ましいと考えますし、特に日本国内で

一定以上の販売シェアを有する端末製造事業者におかれましては、全てのＭＮＯに対応す

るよう国策として義務づけ等を御検討いただくことを期待しております。 

 １０ページ目につきましては、以前競争ルールの検証に関するワーキングのヒアリング

でも御紹介させていただいた海外の事例でございます。アクティベーション後６０日後に

ＳＩＭロックを自動解除するポリシーを導入している事例でございますので、こういった

施策もスイッチングの円滑化につながるのではないかと弊社は考えております。 

 最後１１ページ目でございます。こちらはまとめになりますので説明は割愛させていた

だきますが、当社といたしましては、引き続きｅＳＩＭを含めたユーザーの利用性・利便

性の向上と契約手続の短縮化、それからユーザーの選択肢の自由向上を含めたものをコン

セプトとして、ｅＳＩＭの促進を含めた各種施策については引き続き取り組んでまいりた

いと考えております。 
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 本日はお時間を頂戴いたしましてありがとうございました。 

【林主査】  ありがとうございました。 

 各社様、時間厳守に御協力いただきまして誠にありがとうございました。ｅＳＩＭ促進

に当たっては各社様からいろいろ課題を提示していただいたところでございますけれども、

ただ、総論といたしましては、各社、今後前向きに御検討いただける、あるいは既に御対

応いただいているということで承知いたしました。 

 それでは、これまでの御説明に基づきまして御質問等がある構成員の先生方、チャット

もしくは御発言にてお知らせいただけますでしょうか。なお、本日の資料につきまして一

部、構成員限りとされている部分がございますけれども、その部分につきましては御発言

に当たって取扱いに御留意をいただきますようお願いいたします。それではよろしくお願

いいたします。 

【横田構成員】  どうも説明ありがとうございました。ＭＭ総研の横田と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

【林主査】  お願いいたします。 

【横田構成員】  お話で、ｅＳＩＭのセキュリティの中でクローンＳＩＭ作成リスクが

挙げられておりました。こちらに関して、実際にリスクの高さですとか可能性ですとか、

あと、ｅＳＩＭを既に導入されている楽天さんにお聞きしたいのですけれども、過去のト

ラブルなどについて説明していただけたらと思います。よろしくお願いします。 

【林主査】  ありがとうございました。 

 今、チャットで中央大学、西村先生、長田様、それから早稲田大学の内田先生に御発言

希望をいただいております。お二人ほどまとめて質問をいただきまして、その後各社に御

回答いただくということで。申し訳ありません、時間の関係上、そのようにさせていただ

ければと思います。 

 先ほど横田様、ありがとうございました。引き続きまして西村構成員、よろしくお願い

いたします。 

【西村構成員】  中央大学の西村でございます。 

 私から楽天モバイル様に質問、それからほか各社様に、楽天モバイルへの質問に対する

何か考えをお伺いできればと思います。 

 楽天モバイル様への質問というのが、例えばこれからｅＳＩＭ対応の端末を拡充してい

くとおっしゃられていますけれども、逆にＫＤＤＩ様の資料３ページでは、捉えようによ
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ってはメーカー判断で行われるものであって、キャリア側はどうすることもできないとい

うような読み取り方もできます。これについて楽天モバイル様、拡充といった場合、対メ

ーカーへの対応はどのようにこれからされているのか、差し障りのない範囲でお教えいた

だければ幸いです。 

 併せまして、楽天モバイル様がこういった形で拡充を図られていること、それからＫＤ

ＤＩ様ではメーカー判断が大きく働いていることについて、ドコモ、ソフトバンクそれか

ら楽天様のほうはどのようなコメント等、反応をされるのかお伺いさせていただければと

思います。 

 長くなりました。失礼します。以上です。 

【林主査】  ありがとうございました。 

 それでは一旦ここで質問を切りまして、横田構成員、西村構成員から御質問があった点

につきまして御回答をお願いしたいと思うのですけれども、まずは両構成員から御質問の

あった楽天様につきまして、御回答をお願いできますでしょうか。 

【楽天モバイル】  楽天モバイルでございます。 

 御質問いただいた、過去の事例を含めて問題があったかにつきましては、弊社としては

問題はございません。しかしながら、一部、先ほどほかのＭＮＯさんから御説明があった

とおり、やはりＱＲコードを含めたりＷｉ－Ｆｉ環境で最初設定させていただくといった

ところについては、お客様自身もｅＳＩＭの利用が初めてのケースがございましたので、

そこに対する分かりにくさが当面、問合せ含めてあったのは事実でございます。 

 その後、チラシであったりマニュアルであったり、弊社側で、いわゆるお客様が設定す

るに当たって確認できる素材を見直すことによって、現時点、Ｒａｋｕｔｅｎ ｍｉｎｉ

以降の端末、Ｒａｋｕｔｅｎ ＢＩＧ、それから本日のＲａｋｕｔｅｎ Ｈａｎｄを販売

して、ｅＳＩＭ内蔵の端末を提供させていただいていますが、そういったところについて

も運用上の問題もなくなっている形となっております。 

【林主査】  ありがとうございます。横田構成員、この点につきまして何かございます

でしょうか。 

【横田構成員】  説明ありがとうございました。理解できました。 

【林主査】  ありがとうございます。引き続きまして楽天モバイル様、西村構成員から

の御質問にも御回答いただけますでしょうか。 

【楽天モバイル】  独自端末の展開につきましては、少し弊社としての経営戦略に関わ
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ってくるところはございますが、ただ、一つお話とすれば、後発事業者としてやはりお客

様に対して手軽に分かりやすいサービスを届けたいと。その一環で、ある程度機能を絞り、

それでかつ低廉な端末を実現すべく試みているところがございます。その結果、そこに内

蔵されるのがｅＳＩＭであり、そこの利便性も向上し、価格についても抑えといったとこ

ろでございますので、ほかのメーカーさん主導の端末は取り扱わないということではなく、

あくまでも一つの戦略として独自端末戦略を取っておりまして、その中の一部に、ｅＳＩ

Ｍを利便性向上を目的とする中では非常に効果的な仕組みであると弊社は判断し、組み込

んでいる形になります。よろしいでしょうか。 

【林主査】  西村先生、今の点はいかがでしょうか。 

【西村構成員】  西村でございます。よく理解できました。ありがとうございます。 

【林主査】  ありがとうございます。それから西村先生から２つ目の質問、各社様への

御質問があったと思うのですけれども、その点につきまして、これはドコモ様から順にお

願いできますでしょうか。 

【ＮＴＴドコモ】  ＮＴＴドコモでございます。 

 先ほど資料の１ページで御説明した通り、これまでタブレットやウエアラブル端末にｅ

ＳＩＭを提供してきましたが、提供に際しては、搭載されるｅＳＩＭやＲＳＰ機能につい

て仕様を個別に確認し、プロファイルの漏えいがもし起きた場合の責任分界についてもｅ

ＳＩＭや端末のベンダ、ＲＳＰのパートナー企業と個別に協議を行った上で実施してきた

ものでございます。 

 スマートフォンには多種多様な端末が存在するため、その多種多様な端末が前提となっ

た中でセキュリティをどう確保できるか、その方策を検討の上、今後対応していく考えで

す。 

 以上です。 

【林主査】  ありがとうございます。ＫＤＤＩ様、いかがでしょうか。 

【ＫＤＤＩ】  ＫＤＤＩでございます。 

 我々の資料で書かせていただいた内容への御質問ということで、端末メーカーさん次第

なのではないかというお話だったかと思います。確かに各社さんの事業戦略がありますの

で何とも申し上げられないところではあるのですけれども、我々としては一般論として、

メーカーさん主導の端末が今は多い中では、メーカーさんの御判断次第ということになっ

てしまうのではないかということで書かせていただいております。もちろん我々が事業判
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断の中で独自端末に進む可能性はございますけれども、一般論としてはそういう状況なの

ではないかということで書かせていただいているところでございます。 

 以上です。 

【林主査】  ありがとうございます。楽天モバイル様、追加で何かございますか。 

【楽天モバイル】  弊社といたしましても、メーカーさんの部分についても、やはりｅ

ＳＩＭを導入していくとすると、一部、今回販売したほかのメーカーさんにもありますが、

やはり丁寧にメーカーさんとセキュリティの担保については話をし、その運用についても

しっかり検証した上で提供しております。ですので、セキュリティ担保については、独自

端末であろうと弊社が取り扱う端末であろうと、一定基準はきっちり満たした上で御提供

させていただいている考えでございます。 

 以上です。 

【林主査】  ありがとうございました。西村先生、よろしゅうございましょうか。 

【西村構成員】  ありがとうございます。状況は把握いたしました。 

【林主査】  ありがとうございます。 

 続きまして長田構成員、お願いできますでしょうか。 

【長田構成員】  長田です。ありがとうございます。 

 質問が２つありまして、一つは、先ほどのＫＤＤＩさんとソフトバンクさんの御説明の

中に、リテラシーがある程度必要だということ、それから通信環境が必要だということの

御指摘がありました。それは確かにそうだと思うのですけれども、スマホでｅＳＩＭにな

った場合に、１００％ｅＳＩＭになるということでそうおっしゃっているのか、物理ＳＩ

ＭとｅＳＩＭが共存していく形で、ｅＳＩＭを望む方がｅＳＩＭは使えるというようなこ

とを想定しておられるのか、一応確認のためにそれを教えてください。 

 もう一つは楽天さんにお伺いしたいのですけれども。ｅＫＹＣを使って即時開通という

ことを御説明いただいたのですけれども、先ほどドコモさんの資料には本人確認はｅＫＹ

Ｃでしたところでキャリアでそれを確認して、それから開通という御説明があったと思い

ます。楽天さんが２４時間対応しておられるということは、２４時間バックでやっていら

っしゃる方がお仕事していらっしゃるという意味なのかどうかを教えていただければと思

います。 

 以上です。 

【林主査】  ありがとうございます。長田先生、最初の質問は各社様ということでよろ
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しゅうございましょうか。 

【長田構成員】  ＫＤＤＩさんとソフトバンクさん。リテラシーということをおっしゃ

っていたので。 

【林主査】  分かりました。では最初の質問はＫＤＤＩ様とソフトバンク様ということ

で承知しました。ありがとうございます。 

 続きまして内田構成員、お願いいたします。 

【内田構成員】  どうもありがとうございます。早稲田大学の内田でございます。よろ

しくお願いいたします。プレゼンを受けて、私の感想も含めて少し質問させていただきた

いと思います。 

 次世代のＳＩＭと言われるようなｅＳＩＭの普及促進ですので、適切な形で実現されれ

ば、やはりユーザーの利便の向上に資するものであろうと思いますので、私自身は基本的

には賛成の立場でおります。その立場から、各社の説明にありました技術的な懸念とか優

位性を含めた認識についてどう考えたかといえば、私は一応技術の人間ですので、その観

点からしますと基本的にはやはり違和感なくそこを受け止められました。優位性について

もそうだと思いますし、懸念についてもそうかなと思うところばかりだったという印象で

す。 

 その上で、特に懸念点を踏まえた上で、ではどうしたら今後円滑に普及促進できるのか

を考えていくのが大切だと思いました。そういうことを考えると、普及に当たって必要な

のはやはり本当の意味での利便性、セキュリティということで、その意味ではｅＳＩＭと

ｅＫＹＣのセットは必須かなということも賛同するところでございます。 

 セキュリティのリスクですけれども２種類あるのかなと思っていまして、一つはプレゼ

ンの中にもありましたようにシステムそのものに関する脆弱性のところかと思っていまし

て、もう一つはそれを利用する人間の脆弱性を狙った攻撃になってくるのかなと思います。

前者のシステムそのものの脆弱性に関しては標準化はもちろん最低限必要でしょうし、暗

号化などもすれば、それによって一定のセキュリティは担保されるとは考えられると思っ

ていますが、それだけでは十分ではないとも思います。先ほどバックドアということもあ

りましたけれども、そのようなことは当然考えなければいけないかなと思います。 

 あと、人間の脆弱性というところになりますと、先ほどリテラシーという観点も示され

ておりましたけれども、ここを狙った悪性活動というのでしょうか、攻撃みたいなものは

当然起こるかなと思っており、ブラックマーケットみたいなものも出てくることは考えら
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れると思います。 

 研究面の観点からいきましても、最近ですとこういうシステムのセキュリティだけでは

なく、人間のセキュリティが深刻化しているということで、研究も活発化しているところ

です。 

 そういったことを踏まえまして、もしもｅＳＩＭを導入していくことになると、こうい

った問題を覚悟しなければいけないですし、その対策も考えていかなければいけませんが、

それは簡単でもないだろうと思っています。コストも時間もかかるのかなと思いました。 

 ということで、各社さんにお伺いしたいのですけれども、各社さんは基本的には前向き

御検討されるということだったと思うのですが、今申し上げたようなセキュリティ対策を

行うのに当たって、システム構築などにどのぐらいの時間がかかるのか、もし実現すると

したらどのぐらいの時期になりそうか、また、多分利便性を考えると、事業者間での調整

も必要だと思うのですけれども、その望ましい在り方、についてどう考えられるのかにつ

いて教えていただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

【林主査】  ありがとうございます。 

 それでは長田構成員、内田構成員からいただいた質問につきまして、まず長田構成員か

らの２つ質問がございました。１つ目はリテラシーの点でございますけれども、ＫＤＤＩ

様とソフトバンク様に対して。２点目は即時開通、２４時間対応の部分につきまして楽天

モバイル様に御質問があったと思います。まずこの点につきまして御回答をお願いできま

すでしょうか。ＫＤＤＩ様からお願いします。 

【ＫＤＤＩ】  ＫＤＤＩでございます。御質問ありがとうございます。 

 リテラシーの件、いろいろ書かせていただいておりますけれども、これは一般論として

こういうことだろうと書いてございますので、これが混在なのか、それともそちらにばた

んと切り替えてしまうのかにつきましては、まだまだこれからの検討というところでござ

います。申し訳ございません。 

 以上でございます。 

【林主査】  ありがとうございます。ソフトバンク様、いかがでしょうか。 

【ソフトバンク】  ソフトバンクです。 

 リテラシーの件に関してですが、まず、物理ＳＩＭとｅＳＩＭが共存するかｅＳＩＭ

１００％になるかという前提におきましては、共存のイメージで考えております。将来的
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にどうなるかは分かりませんけれども、今は共存した形でのｅＳＩＭに関してはリテラシ

ーが必要になるというところで、特にオンラインでの対応をするときのリテラシーが必要

になるという意味で御説明させていただいた次第でございます。 

 以上です。 

【林主査】  ありがとうございます。 

 ２つ目につきまして楽天モバイル様、お願いします。 

【楽天モバイル】  楽天モバイルでございます。 

 御質問のありました２４時間でのｅＫＹＣの対応につきましては、即時開通という体制

を２４時間取っている形になります。 

 以上です。 

【林主査】  ありがとうございました。 

 引き続きまして、内田構成員からございました各社様に対して、セキュリティ対策、特

にシステム構築に際して時間であるとか時期、それから各社の調整の在り方等御質問があ

ったかと思います。この点につきましてドコモ様からお願いできますでしょうか。 

【ＮＴＴドコモ】  ＮＴＴドコモでございます。 

 セキュリティリスクへの対策については慎重な対応が必要と考えており、具体的な時期

は申し上げられないところですが、少々時間を要するため、今すぐにではないというとこ

ろです。 

 以上です。 

【林主査】  ありがとうございます。ＫＤＤＩ様、お願いいたします。 

【ＫＤＤＩ】  ＫＤＤＩでございます。 

 セキュリティ対策、同じでございますが、なるべく早く解決できるようにということで、

前向きに検討してまいりたいと思います。時期については、申し訳ございません、今ここ

で申し上げられる内容がございません。望ましい事業者間の在り方につきましても、この

辺りがはっきりしてきたところでお話しさせていただくのかなと思っておりまして、現時

点でお答えできる内容がございません。申し訳ありません。 

【林主査】  ありがとうございます。ソフトバンク様、お願いします。 

【ソフトバンク】  ソフトバンクでございます。 

 弊社もセキュリティを含めた全体のシステム構築に関しては、委員様限りで資料もつけ

させていただいておりますけれども、かなり大規模というか、広い範囲で開発等が必要に
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なると認識していまして、その時期も期間もかなりかかるという認識を持っています。具

体的などれぐらいかかるかとか、規模的に具体的に幾らかというところは申し上げること

はできませんけれども、小さなものではないという認識です。 

 以上です。 

【林主査】  ありがとうございます。楽天モバイル様、お願いいたします。 

【楽天モバイル】  セキュリティに関しましては、少し資料でも述べさせていただいて

いるところが、基本的には先生からもお話があったとおり、きちんと標準化に基づき、そ

この仕様をさらに実現すべく取り組んでいることと、暗号化とかそういった最新の技術を

取り入れて取り組んでいる形になります。 

 また、本件を進めるに当たっては、やはりセキュリティを担保すべく、人あるいは関連

する事業者もそうですが、ここの条件を満たす、やはりきちんと取引も含めてですが、守

れる人間できっちり運用しているというのが大事なところだと思っております。 

 説明は以上です。 

【林主査】  ありがとうございます。ただいま御回答につきまして、まず長田構成員、

何かございますでしょうか。 

【長田構成員】  楽天さんが２４時間体制で人も置いてやっていらっしゃる理解でよろ

しいんですよね。ありがとうございます。 

【林主査】  ありがとうございます。内田構成員、いかがでしょうか。 

【内田構成員】  どうもありがとうございました。やはり想像したとおりといいますか、

それ相応の時間がかかるのだろうなということを理解いたしました。ありがとうございま

した。 

【林主査】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。本日御発言をまだいただいていない構成員の先生と

しまして、鳥越構成員、何かございますでしょうか。 

【鳥越構成員】  ＮＲＩセキュアの鳥越です。 

【林主査】  お願いします。 

【鳥越構成員】  各キャリアの方への質問ではないのですが、御説明を聞きまして、私

もこのｅＳＩＭをどんどん促進するのにｅＫＹＣをセットに進めていかなければいけない

というのは本当に前提なるところだと考えます。現在、ウェブサービスでＳＭＳが認証の

主な要素として使われていますがそれでも問題の発生に十分ではなく、そのなかでメール
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アドレスだけでアカウントが作れるもので結構いろいろな詐欺などが起きています。改善

はされていますが、身元保証をＳＭＳでやっているものは本当に多いです。なのでｅＫＹ

Ｃになっていけばこういったところももっと安全になっていくのかなと考えますが、現状

は、どうしてもそれが進んでいません。 

 音声のＳＩＭは、携帯電話不正利用防止法で契約について制限がありますが、データ通

信の回線だけはそういうものがなく、１人のユーザーに対して回線が幾つも契約できます

よとか、あとは過去起きている問題ではどうしても法人契約を悪用されて大量のＳＩＭが

作られたのではないかとか、こういった懸案していることに対しては別の問題もあるので、

同時にそういったところもどなたか所管されている方が対応していかないと、ここだけで

の話をやってもどうしても穴できてしまい、攻撃者はそこを利用してきます。本日のいろ

いろな説明を聞きながら、この検討会が主として取り扱われるテーマでお話しできること

は少なかったのですけれども、そういうことを全般的に解決していかないとバランスが悪

くなってしまうというのが、伺った印象になります。 

 以上です。 

【林主査】  ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。特に質問という

ことではなくて、コメントと理解してよろしかったでしょうか。 

【鳥越構成員】  はい、そうです。 

【林主査】  ありがとうございます。承知いたしました。 

 ほかに構成員の先生方から特に追加で御質問あるいはコメント、言い残した点等ござい

ましたらお願いいたします。よろしかったでしょうか。 

【横田構成員】  １点追加で。 

【林主査】  お願いいたします。 

【横田構成員】  すいません。ＭＭ総研、横田と申します。よろしくお願いします。 

 オンライン化による不正契約の話が少しあって、やはりｅＳＩＭになったりとかオンラ

イン手続になることでそのリスクが増えていくという話があったと思います。その話の流

れで、結局物理ＳＩＭを扱っていても、やはり同じように悪いことを考える人間はいるの

で、実際にトラブルも起こってきている、起こってきていたという話を聞いていて、結局

オンライン化されるリスクと物理ＳＩＭであるリスクはそんなにリスクの割合は変わらな

いのではないかと、個人的には思ったんです。物理であれば物理のほうを攻撃してきます

し、オンラインであればオンラインのものを攻撃してくると思います。 
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 ですので、何が正しいかはなかなか分からないところでありますけれども、新しいこと

にチャレンジしていくのもすごく大切なのかなという思いを、個人的には思ったというこ

とをコメントさせてください。 

 以上です。 

【林主査】  ありがとうございます。これもおっしゃるとおりだと思います。各社様、

いろいろ課題を提示していただいたわけですが、リスクの問題、セキュリティの問題は非

常に昨今重要になってきているわけでありますけれども、先ほど横田構成員がおっしゃら

れたオンラインの不正契約の問題もその一つですけれども、これらの課題は決して乗り越

えられない壁ではなくて、いろいろ工夫して克服しながら、ｅＳＩＭの促進の部分につい

ては、何とか各社様、対応していただけるのではないかという前向きなメッセージとして

今回伺った次第です。ありがとうございます。 

 もしほかに先生方よろしければ、せっかくの機会ですので、私からも１点御質問をお願

いしたいのですけれども。ＫＤＤＩ様の４ページのＭＶＮＯへの提供の取組があったと思

うのですけれども、新しい会社を設立して、そこでいろいろサービス展開をされると。ｅ

ＳＩＭを活用したオンライン完結型サービスを提供されるということですけれども、この

部分の下の２つ目のポツで、ほかのＭＶＮＯに対してもｅＳＩＭ、ＲＳＰを来年の春以降

に提供可能ということでございます。これは自社のＭＶＮＯと他社のＭＶＮＯとである種

提供時期がずれるといいますか、分かれていると思うのですけれども、これはやはり理由

があってのことなのかがちょっと気になったところです。公正競争の観点からですね。も

しその点について何かお教えいただければありがたいのが一点です。 

 もう一つは楽天様の資料で、これは西村構成員からも関連した御質問があったと思うの

ですけれども、９ページです。端末事業者に対して全てのＭＮＯへの対応を義務づけとい

うことでございまして、これは問題意識としては私も非常に共有するところであるのです

けれども、国内で一定以上の販売シェアを有する端末製造事業者において、機能について

ＭＮＯに対応を義務づけるというのは、事業法を前提としている限り、端末製造事業者に

対して何か義務づけするというのはなかなか難しいところがあるのかなと直感では思った

のですけれども。ただ、おっしゃる問題意識はよく理解できます。今後また検討していか

なければならないと思いました。これはコメントでございます。 

 質問につきまして１点、ＫＤＤＩ様から、すいませんがもし何かございましたら御回答

をお願いできればと思います。 
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【ＫＤＤＩ】  御質問ありがとうございます。 

 このＫＤＤＩ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｌｉｆｅという会社ですけれども、アナウンスはさせ

ていただいておりますけれども、まだサービス開始時期がいつになるかというところまで

アナウンスできていない状況でございます。ということで、まだ先に提供されている状況

ではないところでございます。 

 踏まえまして、他のＭＶＮＯ様ともなるべく同時期に機能提供できるようにということ

で準備は進めさせていただいているところでございますが、個々のサービス提供につきま

しては、それぞれの協議の内容に触れてしまいますので、ここでは控えさせていただけれ

ばと思います。 

 以上でございます。 

【林主査】  ありがとうございます。なるべく同時期にということで理解できました。

実際の事業面ではもちろんいろいろ難しいところもあるかと思いますけれども、サービス

開始に当たって公正競争へのご留意をいただいているということで安堵しました。 

 すいません、それから追加で御質問、コメントが来ておりますので、もう少し質疑応答

を続けたいと思います。西村構成員、よろしくお願いいたします。 

【西村構成員】  ありがとうございます。中央大学の西村でございます。 

 先ほど林先生からの御指摘とほぼ同趣旨ではございますが、やはりＭＶＮＯがこのｅＳ

ＩＭ利用からの排除をされるということ、あるいは出遅れるということは極めて憂慮すべ

き点だと思います。もっとも、ＭＶＮＯからの特別の要望あるいは今現在ＭＮＯに対する

要求がないという御説明もございましたのでなかなか難しいとは思いますが、各社様とも

機能開放のタイミングとサービス提供のタイミングが同じになってしまいますと、これは

ＭＶＮＯが競争の観点からも非常に不利になる可能性もございますので、この点、十分留

意していただければと思った次第です。 

 コメントでありますので、回答は求めておりません。以上でございます。 

【林主査】  ありがとうございます。大変重要な御指摘だと思います。コメントという

ことですので、先に進めたいと思います。 

 内田構成員、お願いできますでしょうか。 

【内田構成員】  ありがとうございます。早稲田大学の内田でございます。よろしくお

願いいたします。短いコメントと短い質問を１つずつさせてください。 

 １つ目ですけれども、先ほど物理ＳＩＭとｅＳＩＭのセキュリティリスクはどちらが重
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たいのかという話があったかと思うのですけれども、これは多分いろいろな意見があるの

ではないかと思っていまして、切り口によってこちらが重たいとかあちらが軽いとかとい

うことになってしまうような気がしています。ただ、物理ＳＩＭとｅＳＩＭとでは多分質

的にセキュリティの中身が違っているのだろうと思っていまして、先ほど楽天さんもおっ

しゃっていたような気がするのですけれども、参加するプレーヤーがお互いの信頼関係を

構築して、それで新たな課題に対して慎重に向き合って検討していく必要があるのかなと

思っていますので、ぜひ急がば回れで、拙速に考えずに進めていただけたらと思っている

ところでございます。これはコメントです。 

 質問はすごく簡単で、少し本質からずれてしまうところで、興味があったので聞かせて

いただきたいのですけれども、楽天さんの資料の４ページ目に、これは構成員限りなので

すけれども、資料が載っています。即時に開通できているという趣旨のデータをお示しい

ただいているのですけれども、これはいずれで構わないのですけれども、これが年齢別に

どうだったかという状況をもしお示しいただけるようでしたら教えてください。よろしく

お願いいたします。 

【林主査】  ありがとうございます。最初のコメントはしっかり急がば回れということ

で、腰を落ち着けてしっかり対応してくださいと、激励の意味も含めて受け止めました。

ありがとうございます。 

 ２つ目の質問につきまして、楽天様、いかがでしょうか。 

【楽天モバイル】  すいません。本資料につきましてはちょっと内容が内容ですので、

別途内訳の部分につきましては御報告させていただく形でもよろしいでしょうか。 

【内田構成員】  よろしくお願いいたします。 

【林主査】  ありがとうございます。 

【楽天モバイル】  事務局と連携させていただきたいと思いますので、引き続きよろし

くお願いいたします。 

【林主査】  お願いいたします。事務局を通じて、展開の方法については調整させてい

ただければと思います。ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。大体議論が一巡したという感じでございますけれども。もしよろし

ければ、質疑応答はこの程度にいたしまして、もし追加で質問・コメント等がございまし

たら、後ほどメール等でも事務局を通じてお寄せいただければと思います。ありがとうご

ざいます。 
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 それでは次の議事に進みたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは次ですけれども、次回ヒアリング確認事項としまして事務局より御説明がござ

いますのでお願いいたします。 

 

（事務局より資料２-５に基づき説明） 

 

【林主査】  ありがとうございます。 

 ただいまの御報告につきまして、特によろしゅうございましょうか。ありがとうござい

ます。 

 本日の会合は以上でございます。なお先ほど申し上げましたように、追加で本日のヒア

リング内容につきまして御質問等がございましたら、１２月１１日、今週の金曜日までに

メール等で事務局までお寄せいただければと思います。 

 それでは最後に、次回会合につきまして事務局から御説明をお願いいたします。 

【中島料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。 

 本日はありがとうございました。次回の会合の詳細につきましては、別途事務局より御

連絡差し上げるとともに、総務省ホームページに開催案内を掲載いたしたいと思いますの

で、以上、よろしくお願いいたします。 

【林主査】  ありがとうございました。それでは本日の会合はこれにて閉会したいと思

います。皆様、活発な御議論、どうもありがとうございました。閉会いたします。 

 

 


